
「会津侍 若松っつん」の使用に関する取扱要綱

(平成26年５月30日決裁）

（趣旨）

第１条　この要綱は、別記「会津侍 若松っつん」及び「会津侍　若松っつんロゴ」（以下「キャ

　ラクター等」という。）の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

　（キャラクター等に関する権利）

第２条　キャラクター等に関する著作権及び所有権は、会津若松市（以下「市」という。）に属

　する。

（キャラクター等の種別）

第３条　使用の対象とするキャラクター等とは、別記に掲げる「ロゴ」及び「フィギュア」並び

　に「画像」とする。

２　前項の「フィギュア」の使用時の表情については、別記に掲げる次の６種類とする。

　⑴　真顔（標準）

　⑵　笑った顔

　⑶　怒った顔

　⑷  泣いた顔

　⑸　目を閉じた顔 

　⑹　変な顔

３　「フィギュア」の使用時の服装は、別記「フィギュア」の図で示すものとする。ただし、市

　がキャラクターの有するイメージを損なわないと判断する場合については、この限りではない。

４　「フィギュア」の使用時のポーズは、「フィギュア」の動作が可能な範囲で認めるものとする。

５　使用の対象とする「画像」は、キャラクター等の「ロゴ」又は「フィギュア」を用いたもの

　とし、市が別に定める画像及び市がキャラクター等の有するイメージを損なわないと判断する

　ものに限るものとする。 

　（使用の目的）

第４条　キャラクター等の使用は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、認めるものとする。

　⑴　市が使用するとき。

　⑵　キャラクター等のＰＲ及び市の各種施策の推進に貢献するものと判断されるとき。

　⑶　報道機関が報道本来の目的のために使用するとき。

　⑷  前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき。

　（使用の申請等）

第５条　キャラクター等を使用しようとする者は、「会津侍 若松っつん」キャラクター使用承認

　申請書（第１号様式）により、市長の承認を受けなければならない。ただし、前条第１号又は

　第３号に該当する場合については、この限りでない。

２　市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、前条の規定に該当し、

　かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合は、キャラクター等の使用を承認するものとする。

　この場合において、市長は必要があると認める場合には、キャラクター等の使用方法その他に

　ついて、条件を付すことができる。

　⑴　法令等に違反するとき又はその恐れがある場合



　⑵　市の信用又は品位を害するものと認められる場合

　⑶　第三者の利益を害するものと認められる場合

　⑷　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に規定

　するもの

　⑸　特定の個人、政治、宗教、思想等の活動に使用する場合

　⑹　キャラクター等の使用によって誤認又は混同を生じさせる恐れがあると認められる場合

　⑺　キャラクター等のイメージを損なう恐れがあり、又は使用の趣旨に反する場合

　⑻　消費者金融又は高利貸しにかかるもの 

　⑼　公序良俗に反するとき又はその恐れがある場合

　⑽　当該使用が、別記「フィギュア」及び「ロゴ」のデザイン、色彩、形態等との同一性を有

　しないと判断される場合

　⑾　前各号に掲げるもののほか、キャラクター等を使用することが適当でないと市長が認める場合

３　市長は、使用を承認するときは、第１項の申請を行った者に対し、「会津侍 若松っつん」

　キャラクター使用承認書（第２号様式）を交付する。

４　使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、キャラクター等の使用にあたっては、

　次に掲げる事項を守らなければならない。

　⑴　原則として、キャラクター等を用いた製品等の使用、宣伝又は広告に際して、　

　「©Aizuwakamatsu City」又は「©会津若松市」を、その商品、包装、広告等に明記すること。

　⑵　許諾された使用内容にのみ使用すること。

　⑶　許諾を受けた権利を譲渡し、転貸、又は担保に供しないこと。

（使用料）

第６条　キャラクター等の使用料は、無償とする。

（地位の承継）

第７条　相続人、合併により設立される法人その他使用者の一般承継人は、当該使用者が有して

　いた使用許諾に基づく地位を承継することができる。

　（製品等見本の提出）

第８条　使用者は、当該承認書によりキャラクター等の使用を承認された製品等の見本につい

　て、市長がその都度定める個数、数量を市長に提出しなければならない。

２　前項の規定に関わらず、市長は、使用を承認された製品等が、画像、映像である場合は、製

　品等の見本の提出を省略することができる。

（使用承認の変更等）

第９条　使用者は、承認された内容について変更しようとする場合（キャラクター等の使用を中

　止しようとする場合を含む。）には、「会津侍 若松っつん」キャラクター使用承認変更申請書

（第３号様式）を市長に提出し、その承認を得なければならない。

２　前項の承認は、「会津侍 若松っつん」キャラクター使用変更承認書（第４号様式）をもって

　行うものとする。

（承認の取消し）

第10条　市長は、使用者がこの要綱及び承認の際に付した条件に違反していると認められる場合

　は、当該承認を取り消すことができる。

２　前項の承認取消しは、「会津侍 若松っつん」キャラクター使用承認取消書（第５号様式）を

　もって行うものとする。



３　第１項の規定により承認を取り消された使用者は、キャラクター等を使用してはならない。

４　市長は、第１項の規定による承認の取消しにより使用者に生じた損害について、一切の責任

　を負わないものとする。

５　市長は、使用者にキャラクター等の使用状況等について報告させ、又は調査することができ

　るものとし、使用者は、これに応じなければならない。

　（使用の非独占性等） 

第11条　この要綱による使用許諾は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してロゴ等を

　使用する権利を付与しないものとし、かつ、商品、使用者等について市の推奨を行うものでは

　ない。 

（経費等の負担） 

第12条　市は、この要綱による使用許諾の申請に要した費用及び使用の実施に係る経費又は役務

　を負担しない。 

　（損失補償等の責任） 

第13条　市は、キャラクター等の使用を許諾したことに起因する損失補償等について、一切の責

　任を負わない。 

２ 使用者は、キャラクター等を使用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これ

　に対し全責任を負い、市に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。 

３ 使用者は、キャラクター等の使用に際して故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これ

　によって生じた損害を市に賠償しなければならない。 

　（情報の公開） 

第14条　市長は、キャラクター等の使用許諾の状況等について、広く使用促進を図る観点から、

　キャラクター等の使用許諾の状況等について情報を公開することができる。 

（補則）

第15条　この要綱に定めるもののほか、キャラクター等の取扱いについて必要な事項は、市長が

　別に定める。

附　則

　この要綱は、決裁の日から施行する。


